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1 概要

新型コロナウィルス感染症の影響が長期化していることに伴い、国においては生活に困窮する世帯に
対して緊急小口資金等の1糊償付などによる支援を行ってきた。一方で、困窮世帯のなかには、すでに貸
付1艮度額に達している世帯や社会;尉止f誘義会からの再貸付を不承認とされた事例もあることから、このよう
な世帯に対して就労による自立を図るため、または、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつな
げるために、新型コロナウィルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」という。)を支給するも
の。

なお、当該事業については、事務を効率的かっ迅速に実施する必要があることから緊急小口資金等の
特例貸イ怜"度について熟知しており、類似するイ主居剛絲創寸金等の事務を行う長崎市社会輪冒祉協議会に
委託して実施する。
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2 事業内容

自立支援金は、以下のa)から⑤のすべてを満たす者に対して支給する。

事

1 -1

新型コロナウイルス感

染症生活困窮者自立

支援金給付事業費

業 名

川

支給対象者

補正額

②

生計維持要件

次のいずれかに該当する者であること。

{ア}総合支援資金の再劃寸を借り終わった世帯。

(イ)総合支援資金の再劃寸が令和3年8月までに借り終わる世帯。
(ウ)総合支援資金の再貸寸力坏承認となった世帯。

千円

158,727

申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者
であること。

③

収入・要件

申請日の属する月における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の

収入を合算した額力怖民税1句等割額の非課税となる収入額のν12の客亘(以下「基
準客動という。)及び生活保調去に基づく住考夫助基準額を合算した額以下であ
ること。

【参考】単身世帯:117,000円(,髞税収入月額創,000円十住宅扶助基準額 36,000円)

2人世帯:166,000円(,髞税収入月額 123,000円+住宅扶助基準額 43,000円)

3人世帯C204000円(,窯税収入月額 157,000円十住宅扶助基準額 47,000円)

④

資産要件

⑤

求職活動等

件要

申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金
融資産の合計額が基準額の6か月分以下であること。(ただい00万円以下)

次のいずれかに該当する者であること。

{ア}ハローワーク等での求職活動を行うこと。
(イ)生活保護の申請を行っていること。

、 1 、



3 支給額及び支給期間

支給額

支給期間

単身世帯:月6万円、 2人世帯:月8万円、 3人世帯以上:月10万円

備

4 補正額

令和3年7月以降の最大3か月伸請受付は令和3年8月末まで)

考
イ主居碣呆給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金及びイ野斤得子育て世帯生活支援特

別給付金とのイ辯合は可能

区分

扶助費

予算額(千円)

委託費

1 56,000

人件費

5 財源内訳

【刈気世帯】 650世帯
@ 60,000円X 3月X 250世帯
@ 80,000円X 3月X 150世帯
@100,000円X 3月X 250世帯

合計

寸

2,290

事業費

内

1 58,727

【受付事務委託費】令手口3年6月下旬~9月(予定)

自立支援金受付事務(3名配置予定)

437

158,

千円

727

※1

※2

【会言降度任用職員】

1名分令ネロ3年7月~9月(3か月)

国庫支出金※1

新型コロナウイルス感染症セーフティネット;剣ヒ交イ寸金

雇用保険料個人負1旦金

千円

1 58,726

45,000,000.円
36,000,000円
75,000,000円

156,000,000円

県支出金

財

千円

源

地方債

内

千円

その他※2

千円

1 0/1 0

・→股財源

千円

・ 2 ・

訳

=
一
一
=

訳
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【参 考】

緊急小口資金及て鷲合支援資金の制度について

(1)緊急小口資金

項目

貸寸剣象者

緊急かつ一瑚勺な生計繼寺

のための貸付を彪要とする

イ氏F斤得世帯等

貸付上限

本 則

据置期間

※世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により主舌に要する費用力坏足するとき

(2)総合支援資金

償還期'限

10万円以内

1割引胎置

の減少があ旦と緊急かつ一時的な生計紺寺のための劃寸を彪要

とする世帯

コロナウイルス

2月以内

項目

12月以内

剛式^】3 8月

貸イ寸対象者

2 のf也の

」里塾

令和4年3月末L父前に儁量時期力倒床する予定の貸寸に関して

は、令和4年3月末まで延長

イ即斤得世帯であって、収入

の波少や失業等により生舌

に困窮し、日常坐舌のき齢

が困難となっている世帯

20万円以内

本

つ

受け

10万円以内

貝11

貸付上限

で

個人

(2人Lユ上)

月20万円X 3月以内

=60万円以内

(単身)

月15万円X3月以内

=45万円以内

により収入

据置期間

※の

4割例脂置

等により生舌に困窮し、日常坐舌の#齢が困難となっている世

2里逃内

コロナウイルス

償還期限

剛よ

償還免除について

(1)(2)の貸イ寸刻象者で償還時において、イ主民1弼駅税世帯の場合は償還を免除することができる。

【以下の資金の1曇ゑごとに判定し免除】

a潔急小口資金・・・・・・!・・・・令和3年度又は令和4年度のイ主民チ拶駅税

@井怠合支援資金劒回貸付分)・ 令和3年度又は令和4年度剣主島拶駅税●●■

餅怠合劃髪資金住正長貸付分) 令和5年度のイ主民チ拶鵬税●●●■

@瀞念合支爰資金(再貸付分) 令和6年度αX主民税,髞税.....

6月以内

3 8月まで

同左

艇長・再貸寸あり)

延長申請は令和3年6月宋まで力棚β艮

10年以内

を受け、収入の減少や失業

」里塾

令和4年3月末上ユ前に償還時期力倒床する予定の貸寸に関して

は、令チロ4年3月末まマ羅正長

3

」ρ盆以内

こ

帯



2 自立支援金の対象者の考え方

自立支援金までの流れ

匪i亜
緊急、小口資金

項目

厘互画
総合支援資金(初回)

学校等のイ木業、

個人事業主等の

特伊1の場合

その他の場合

匪亙亜
総合支援資金(延長)

要件

匪亙亜※
総合支援資金(再劃寸)

2人以上世帯

単身世帯

第1段階

20万円以内

2人L父上世帯

単身世帯

^ーーJ-ーー.イー..1^ーー^、」ー^ーー"一訊

新型コロナウイルス感

染症生舌困窮者自立支

援金

イロ0万円以内

2人以上世帯

単身世帯

第2段階

※今回の自立支援金は、原則として儒口3年5月末までに(第4段階)の総合支援資金(再貸1寸)・の申請まで至った世帯が対象。

3人以上世帯

2人世帯

単身世帯

月20万円X3月以内

月15万円X3月以内二C

第3段階 第4段階

月20万円X_3月以内

月1、5万円X3月以内
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3 対象者への周知方法

①6月下旬随時到寸開始

・卦合対象者への申請書等の発送

・長崎市及碑士会福祉協1義会のホームページへの掲載

②8月31日申請締切

緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付に係る鮒寸の1犬1兄

(令和2年3月25日~令和3年5月末)

4

相談

(件)

緊急小口資金

貸付

(件)

5,741

金客頁

(千円)

3,フ79

16,101

総合支援資金

(延長・再貸付を含む)

716,引 0

相談

(件)

8,657 1,641,566

貸付

(件)

4026

銭頁

(千円)

40π

1 1,841

2,146,100

相談

(件)

8,684

劃寸

(件)

4626,謁3

升

9,767

銭亘

(千円)

フ,856

27,942

(長崎県ネ士会福祉協議会調べ)

2,862,710

17,341 6,267,949
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